
距　曽於市議会だより

☆
平
成
　
年
度
曽
於
市
介
護

１８

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　
今
回
の
補
正
は
、
精
算
に

伴
う
歳
出
分
の
追
加
で
、
支

払
基
金
へ
の
償
還
金
と
一
般

会
計
へ
の
繰
出
金
の
増
で
、

予
算
額
は
　
億
２
０
０
５
万

４０

７
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

●
日
本
と
同
等
の
安
全
対
策

の
な
い
ア
メ
リ
カ
産
牛
肉
の

輸
入
再
開
に
反
対
す
る
請
願

を
採
択

　
議
員
発
議
の
日
本
と
同
等

の
安
全
対
策
が
実
施
さ
れ
な

い
限
り
、
ア
メ
リ
カ
産
牛
肉

の
輸
入
再
開
を
し
な
い
こ
と

を
求
め
る
意
見
書
を
原
案
可

決
（
関
連
記
事
　
Ｐ
）

１５

●
ず
さ
ん
な
米
国
産
牛
肉
の

輸
入
に
抗
議
し
、
Ｂ
Ｓ
Ｅ
の

万
全
な
対
策
を
求
め
る
陳
情

書
を
採
択

●
次
期
定
数
改
善
計
画
の
実

施
と
義
務
教
育
費
国
庫
負
担

制
度
の
堅
持
を
求
め
る
陳
情

書
を
採
択

　
議
員
発
議
の
次
期
定
数
改

善
計
画
の
実
施
と
義
務
教
育

費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
を

求
め
る
意
見
書
を
原
案
可
決

（
関
連
記
事
　
Ｐ
）

１４

●
「
非
核
・
平
和
宣
言
」
の

採
択
に
つ
い
て
の
陳
情
書
を

採
択

　
議
員
発
議
の
「
非
核
・
平

和
都
市
宣
言
」
に
関
す
る
決

議
案
を
原
案
可
決（
関
連
記
事

　
Ｐ
）

１３　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
、
平
成
　
年
３

１８

月
　
日
制
定
公
布
さ
れ
た
こ

３１
と
に
伴
い

・
個
人
の
市
民
税
の
非
課
税

限
度
額
を
　
万
６
千
円
か

１７

ら
　
万
８
千
円
に
引
き
下

１６

げ
る

・
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割

の
税
率
を
、
所
得
合
計
額

の
１
０
０
分
の
３
か
ら
１

０
０
分
の
　
を
１
０
０
分

１２

の
６
に
改
正
す
る

・
た
ば
こ
税
の
税
率
を
１
０

０
０
本
に
つ
き
２
７
４
３

円
か
ら
、
３
０
６
４
円
に

引
き
上
げ
る
等
、

曽
於
市
税
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て
、
低
所
得
者
の

方
々
に
は
大
き
な
増
税
に
な

る
等
の
反
対
意
見
も
あ
り
ま

し
た
が
、
賛
成
多
数
で
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
平
成
　
年
３
月

１８

　
日
制
定
公
布
さ
れ
た
こ
と

３１に
伴
い
、
介
護
納
付
金
課
税

額
の
限
度
額
を
８
万
円
か
ら

９
万
円
に
引
き
上
げ
る
等
、

曽
於
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
改
正
で
、
全
体
で

増
税
の
中
、
限
度
額
を
引
き

上
げ
る
こ
と
に
は
反
対
と
の

意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
賛

成
多
数
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
　
年
３
月
　
日
付
け

１８

３１

環
廃
対
に
よ
り
、
汚
水
処
理

施
設
整
備
交
付
金
交
付
要
綱

が
改
定
さ
れ
、
浄
化
槽
市
町

村
整
備
推
進
事
業
の
基
準
額

が
改
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

曽
於
市
戸
別
浄
化
槽
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
を
、
賛
成
全
員
で

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
地
方
債
の
最
終
決
定
等
に

よ
り
、
平
成
　
年
度
曽
於
市

１７

一
般
会
計
予
算
の
補
正
を
す

る
も
の
で
あ
り
、
賛
成
全
員

で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

請
願
・
陳
情
関
係

　専決処分され
ていた曽於市の
条例の一部改正
等を承認しまし
た。

曽
於
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

曽
於
市
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

曽
於
市
戸
別
浄
化
槽
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

平
成
　
年
度
曽
於
市
一
般

１７

会
計
予
算
の
補
正
に
つ
い

て
（
第
７
号
）

特別委員会を設置しました

◎
行
財
政
改
革
調
査
特
別
委
員
会

　
　
本
市
の
安
定
し
た
持
続
可
能
な
行
政
・
財
政
運
営
を
目
指
し

て
、
調
査
・
研
究
す
る
目
的
で
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
委
員
長
　
　
大
津
　
　
亮
二

　
　
　
副
委
員
長
　
久
長
　
登
良
男

　
　（
議
長
を
除
く
全
議
員
で
構
成
）

◎
交
通
対
策
調
査
特
別
委
員
会

　
　
路
線
バ
ス
の
廃
止
案
に
伴
い
、
市
の
地
域
交
通
網
の
整
備
を

調
査
・
研
究
す
る
目
的
で
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
委
員
長
　
　
瀬
戸
口
　
三
郎

　
　
　
副
委
員
長
　
迫
　
　
　
杉
雄

　
　（
議
長
を
除
く
全
議
員
で
構
成
）

市 政 は 市 民 の 皆 様 が 主 役
　議会を傍聴することは、市民として市政を知る最もよい方法です。ぜひ、議会の

傍聴をお勧めします。定例会は３月・６月・９月・１２月です。議会を傍聴されたい

方は、議会事務局までお問い合わせ下さい。 電話　０９８６－７６－８８１６

次 回 の 定 例 議 会 は ９ 月 で す


